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(57)【要約】
【課題】
　品質管理計測システムにおいて正常或いは良品と異常
品とを判別・認識し或いは項目毎の影響度を分析できる
手段を提供すること。
　【解決手段】
　収集された多項目の計測データから、各項目間の相関
を考慮した積和ベクトルを形成し、かかる積和ベクトル
において、その形態を表現し得る特徴量を少なくとも二
つ以上算出し、それらの特徴量を新たな変数（項目又は
特徴量の項目）として、それらの総合距離を新たに形成
する計算手段１を具備する。更に、前記積和ベクトルの
各項目毎に、基準とする空間作成時に生成される基準と
する積和ベクトルとの各項目毎に、それらの大きさを比
較或いは対比して、前記未知の積和ベクトルの個々の要
素の形態を示す応答値を算出する計算手段２とを具備す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製造装置，検査装置からの多項目（２～ｋ個）からなる種々の測定データ群を複数収集
し、かかる測定データ群から、正常状態或いは通常状態と判断できる均一な測定データ群
のみを収集し、かかる多項目のデー群から基準となる空間（マハラノビス空間）を作成し
、未知の測定データ群を前記基準とする空間にあてがい、前記基準とする空間からの距離
（マハラノビス距離）のみにて、前記未知のデータ群の状態変化の度合いや劣化度、或い
は異質度を前記距離にて識別或いは判断する多次元項目の判別・認識を行っている製造，
検査監視システムであって、
　前記基準とする空間との距離を算出する処理において、多項目（２～ｋ個）のデータ群
から、前記各項目の相関係数を考慮した前記多項目（２～ｋ個）との積和ベクトルを算出
し、前記積和ベクトル（２～ｋ個）から、少なくとも、前記積和ベクトルの各構成要素（
２～ｋ個）の平均的な偏差と、その分散（ばらつき）とを算出（特徴量）し、前記かかる
二つの特徴量にて、前記基準とする空間作成時に生成される距離空間からの距離（マハラ
ノビス距離）を算出する計算手段１を具備し、
　更に、前記未知の対象データに対して算出する積和ベクトル（２～ｋ個）の各項目毎に
、前記基準とする空間作成に生成される基準とする積和ベクトル（１～ｋ個）との各項目
毎に、それらの大きさを比較或いは対比して前記未知の積和ベクトルの個々の要素の形態
を示す応答値（２～ｋ個）を算出する計算手段２とを具備し、
　前記計算手段１にて算出された距離と前記計算手段２にて算出された積和ベクトル（２
～ｋ個）とを一連のデータ群（距離と２～ｋ個の応答値）として、前記距離と前記応答値
から前記未知の多項目のデータの状態変化の度合いや劣化度、或いは異質度を識別或いは
認識することを特徴とする製造，検査監視システム。
【請求項２】
　請求項１記載の製造，検査監視システムにおいて、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）を、ｎｋ個に区分し、
各区分内での平均値と分散を算出して、２＊ｎｋ個の特徴量データとしていることを特徴
とする製造，検査監視システム。
【請求項３】
　請求項１記載の製造，検査監視システムにおいて、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）から、前記積和ベクト
ルの各構成要素（２～ｋ個）の平均的な偏差を一つの特徴量とし、前記各構成要素の分散
以外の特徴量を少なくと一つ以上具備していくことを特徴とする製造，検査監視システム
。
【請求項４】
　請求項１記載の製造，検査監視システムにおいて、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）から、少なくとも、前
記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）の平均的な偏差とその分散（ばらつき）とを特
徴量し、前記二つの特徴量以外の特徴量を、少なくと一つ以上具備していくことを特徴と
する製造，検査監視システム。
【請求項５】
　請求項１または４記載の製造，検査監視システムにおいて、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）から算出される特徴量
として、前記２～ｋ個を連続した一連のデータ列とした場合、前記データ列の平均的な勾
配、或いはその勾配の分散、或いはその線長、或いは初期点値と終点値、或いは初期点値
と終点値の変化値（スパン）、或いは前記各点での非線形性を表現している乖離値（非直
線性）等の特徴量を、少なくと一つ以上具備していくことを特徴とする製造，検査監視シ
ステム。
【請求項６】
　請求項１記載の製造，検査監視システムにおいて、
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　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）から算出される特徴量
として、前記２～ｋ個を連続した一連のデータ列とした場合、前記データ列の平均的な勾
配、或いはその勾配の分散、或いはその線長、或いは初期点値と終点値、或いは初期点値
と終点値の変化値（スパン）、或いは前記各点での非線形性を表現している乖離値（非直
線性）等の特徴量を、少なくと二つ以上具備していくことを特徴とする製造，検査監視シ
ステム。
【請求項７】
　請求項１記載の製造，検査監視システムにおいて、
　前記計算手段２が、前記未知の対象データに対して算出する積和ベクトル（２～ｋ個）
の各項目毎に、前記基準とする空間作成に生成される基準とする積和ベクトル（１～ｋ個
）の各項目毎の平均値をｍ（ｊ）とし、その標準偏差をｓ（ｊ）とし、前記未知の対象デ
ータに対して算出された積和ベクトルをｗｄ（ｉ，ｊ）とすると、δ（ｊ）＝（ｗｄ（ｉ
，ｊ）－ｍ（ｊ））／ｓ（ｊ））にてその応答値を算出し、前記δ（１）～δ（ｊ）の応
答値の大きさにて、順位付け或いは重み付けを行い、この順位或いは重みにより各要素の
寄与度或いは影響度を判断・判別していることを特徴とする製造，検査監視システム。
【請求項８】
　請求項１または７記載の製造，検査監視システムにおいて、
　前記計算段手段１，計算手段２が、前記未知の対象データに対して算出する積和ベクト
ル（２～ｋ個）の各項目毎に、前記基準とする空間作成に生成される基準とする積和ベク
トル（１～ｋ個）の各項目毎の平均値をｍ（ｊ）とし、その標準偏差をｓ（ｊ）とし、前
記未知の対象データに対して算出された積和ベクトルをｗｄ（ｉ，ｊ）とすると、δ（ｊ
）＝（ｗｄ（ｉ，ｊ）－ｍ（ｊ））／ｓ（ｊ））にてその応答値を算出し、δ（１）～δ
（ｊ）の応答値の大きさにて、順位付け或いは重み付けを行い、この順位或いは重みデー
タ列と、前記基準とする空間作成に生成される距離空間からの距離にて、未知の対象デー
タを区分していることを特徴とする製造，検査監視システム。
【請求項９】
　製造装置，検査装置からの多項目（２～ｋ個）からなる種々の測定データ群を複数収集
し、かかる測定データ群から、正常状態或いは通常状態と判断できる均一な測定データ群
のみを収集し、かかる多項目のデータ群から基準となる空間（マハラノビス空間）を作成
し、未知の測定データ群を前記基準とする空間にあてがい、前記基準とする空間からの距
離（マハラノビス距離）のみにて、前記未知のデータ群の状態変化の度合いや劣化度、或
いは異質度を前記距離にて識別或いは判断する多次元項目の判別・認識を行っている製造
，検査監視方法であって、
　前記基準とする空間との距離を算出する処理において、多項目（２～ｋ個）のデータ群
から、前記各項目の相関係数を考慮した前記多項目（２～ｋ個）との積和ベクトルを算出
し、前記積和ベクトル（２～ｋ個）から、少なくとも、前記積和ベクトルの各構成要素（
２～ｋ個）の平均的な偏差と、その分散（ばらつき）とを算出（特徴量）し、前記かかる
二つの特徴量にて、前記基準とする空間作成時に生成される距離空間からの距離（マハラ
ノビス距離）を算出する第１の算出ステップと、
　更に、前記未知の対象データに対して算出する積和ベクトル（２～ｋ個）の各項目毎に
、前記基準とする空間作成に生成される基準とする積和ベクトル（１～ｋ個）との各項目
毎に、それらの大きさを比較或いは対比して前記未知の積和ベクトルの個々の要素の形態
を示す応答値（２～ｋ個）を算出する第２の算出ステップと、
　前記第１の算出ステップにて算出された距離と前記第２の算出ステップにて算出された
積和ベクトル（２～ｋ個）とを一連のデータ群（距離と２～ｋ個の応答値）として、前記
距離と前記応答値から前記未知の多項目のデータの状態変化の度合いや劣化度、或いは異
質度を識別或いは認識することを特徴とする製造，検査監視方法。
【請求項１０】
　被検体と試薬とを反応させ、その反応からの値にて検査を行う自動分析装置において、
　基準とする空間との距離を算出する処理において、多項目（２～ｋ個）のデータ群から
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、前記各項目の相関係数を考慮した前記多項目（２～ｋ個）との積和ベクトルを算出し、
前記積和ベクトル（２～ｋ個）から、少なくとも、前記積和ベクトルの各構成要素（２～
ｋ個）の平均的な偏差と、その分散（ばらつき）とを算出（特徴量）し、前記かかる二つ
の特徴量にて、前記基準とする空間作成に生成される距離空間からの距離（マハラノビス
距離）を算出する計算手段１を具備し、
　更に、前記未知の対象データに対して算出する積和ベクトル（２～ｋ個）の各項目毎に
、前記基準とする空間作成に生成される基準とする積和ベクトル（１～ｋ個）との各項目
毎に、それらの大きさを比較或いは対比して前記未知の積和ベクトルの個々の要素の形態
を示す応答値（２～ｋ個）を算出する計算手段２とを具備し、
　前記計算手段１にて算出された距離と前記計算手段２にて算出された積和ベクトル（２
～ｋ個）とを一連のデータ群（距離と２～ｋ個の応答値）として、前記距離と前記応答値
から前記未知の多項目のデータの状態変化の度合いや劣化度、或いは異質度を識別或いは
認識することを特徴とする自動分析装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の自動分析装置において、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）を、ｎｋ個に区分し、
各区分内での平均値と分散を算出して、２＊ｎｋ個の特徴量データとしていることを特徴
とする自動分析装置。
【請求項１２】
　請求項１０記載の自動分析装置において、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）から、前記積和ベクト
ルの各構成要素（２～ｋ個）の平均的な偏差を一つの特徴量とし、前記各構成要素の分散
以外の特徴量を少なくとも一つ以上具備していくことを特徴とする自動分析装置。
【請求項１３】
　請求項１０記載の自動分析装置において、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）から、少なくとも、前
記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）の平均的な偏差とその分散（ばらつき）とを特
徴量し、前記二つの特徴量以外の特徴量を、少なくとも一つ以上具備していくことを特徴
とする自動分析装置。
【請求項１４】
　請求項１０または１３記載の自動分析装置において、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）から算出される特徴量
として、前記２～ｋ個を連続した一連のデータ列とした場合、前記データ列の平均的な勾
配、或いはその勾配の分散、或いはその線長、或いは初期点値と終点値、或いは初期点値
と終点値の変化値（スパン）、或いは前記各点での非線形性を表現している乖離値（非直
線性）等の特徴量を、少なくと一つ以上具備していくことを特徴とする自動分析装置。
【請求項１５】
　請求項１０記載の自動分析装置において、
　前記計算手段１が、前記積和ベクトルの各構成要素（２～ｋ個）から算出される特徴量
として、前記２～ｋ個を連続した一連のデータ列とした場合、前記データ列の平均的な勾
配、或いはその勾配の分散、或いはその線長、或いは初期点値と終点値、或いは初期点値
と終点値の変化値（スパン）、或いは前記各点での非線形性を表現している乖離値（非直
線性）等の特徴量を、少なくと二つ以上具備していくことを特徴とする自動分析装置。
【請求項１６】
　請求項１０記載の自動分析装置において、
　前記計算手段２が、前記未知の対象データに対して算出する積和ベクトル（２～ｋ個）
の各項目毎に、前記基準とする空間作成に生成される基準とする積和ベクトル（１～ｋ個
）の各項目毎の平均値をｍ（ｊ）とし、その標準偏差をｓ（ｊ）とし、前記未知の対象デ
ータに対して算出された積和ベクトルをｗｄ（ｉ，ｊ）とすると、δ（ｊ）＝（ｗｄ（ｉ
，ｊ）－ｍ（ｊ））／ｓ（ｊ））にてその応答値を算出し、前記δ（１）～δ（ｊ）の応



(5) JP 2009-210445 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

答値の大きさにて、順位付け或いは重み付けを行い、この順位或いは重みにより各要素の
寄与度或いは影響度を判断・判別していることを特徴とする自動分析装置。
【請求項１７】
　請求項１０または１６記載の自動分析装置において、
　前記計算段手段１、計算手段２が、前記未知の対象データに対して算出する積和ベクト
ル（２～ｋ個）の各項目毎に、前記基準とする空間作成に生成される基準とする積和ベク
トル（１～ｋ個）の各項目毎の平均値をｍ（ｊ）とし、その標準偏差をｓ（ｊ）とし、前
記未知の対象データに対して算出された積和ベクトルをｗｄ（ｉ，ｊ）とすると、δ（ｊ
）＝（ｗｄ（ｉ，ｊ）－ｍ（ｊ））／ｓ（ｊ））にてその応答値を算出し、δ（１）～δ
（ｊ）の応答値の大きさにて、順位付け或いは重み付けを行い、この順位或いは重みデー
タ列と、前記基準とする空間作成に生成される距離空間からの距離にて、未知の対象デー
タを区分していることを特徴とする自動分析装置。
【請求項１８】
　被検体と試薬とを反応させ、その反応からの値にて検査を行う自動分析装置のデータ処
理方法において、
　基準とする空間との距離を算出する処理において、多項目（２～ｋ個）のデータ群から
、前記各項目の相関係数を考慮した前記多項目（２～ｋ個）との積和ベクトルを算出し、
前記積和ベクトル（２～ｋ個）から、少なくとも、前記積和ベクトルの各構成要素（２～
ｋ個）の平均的な偏差と、その分散（ばらつき）とを算出（特徴量）し、前記かかる二つ
の特徴量にて、前記基準とする空間作成に生成される距離空間からの距離（マハラノビス
距離）を算出する第１の算出ステップと、
　更に、前記未知の対象データに対して算出する積和ベクトル（２～ｋ個）の各項目毎に
、前記基準とする空間作成に生成される基準とする積和ベクトル（１～ｋ個）との各項目
毎に、それらの大きさを比較或いは対比して前記未知の積和ベクトルの個々の要素の形態
を示す応答値（２～ｋ個）を算出する第２の算出ステップと、
　前記第１の算出ステップにて算出された距離と前記第２の算出ステップにて算出された
積和ベクトル（２～ｋ個）とを一連のデータ群（距離と２～ｋ個の応答値）として、前記
距離と前記応答値から前記未知の多項目のデータの状態変化の度合いや劣化度、或いは異
質度を識別或いは認識することを特徴とする自動分析装置のデータ処理方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の自動分析装置のデータ処理方法において、
　反応過程における異常が検知された場合は、異常が検知された測定データに識別情報を
付加することを特徴とするデータ処理方法。
【請求項２０】
　請求項１または３記載の製造，検査監視システムにおいて、
　前記計算手段１が、前記多項目（２～ｋ個）のデータ群から、前記各項目の相関係数を
算出し、前記相関係数行列を直交分解して得られる固有ベクトルと固有値から、前記固有
ベクトルと固有値から一方向の積和ベクトルを求め、前記積和ベクトルの総和の平均値を
第一の変数とし、前記固有ベクトルと固有値から算出されるもう一つ（直交方向）の積和
ベクトルの総和の平均値または総和を第二の変数として、前記二つの変数から総合距離を
求めていることを特徴とする製造，検査監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、（１）多次元情報（計測特性）を、より総合的に識別・判断するのに広く適
用されているマハラノビス距離を用いて、装置の異常の状態変化や異常診断を行っている
システムや装置に関し、特にその異常時の識別・判別力（正常値からの総合的な乖離距離
）を向上させるため計算手段とその特徴量の作成機能とに関する。又、（２）識別・判別
力（正常値からの乖離距離）を向上させた総合距離の計算手段を組込んだ装置やシステム
に関する。例えば、種々の装置や検査装置からの情報を一括管理し、それらの情報にて製
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造物の品質管理を行うシステムや、血液や尿等の液体検体を分注するサンプル分注装置お
よび、それを用いた自動分析装置に係り、特に検体を反応セルに分注してから検体の稀釈
や試薬注入および撹拌などの反応過程を経て測定結果を得るまでに、複数の時刻における
反応過程における測定値を計測し、保存する機能を備えた自動分析装置等である。
【背景技術】
【０００２】
　以下、前述の自動分析装置にて、従来の技術を説明する。
【０００３】
　従来の自動分析装置では、反応過程データを保存したり、画面上でプロットすることに
よってその異常を判別する機能をもったものがあった。しかし、反応過程データの異常を
自動的に判別する機能を実現したものはなかった。このため反応過程データから反応過程
の異常を調べるためには、大量のデータを保存する必要があり、また人手によって１件ず
つ個々の反応過程データを調べる必要があったため、時間とコストが掛かっていた。
【０００４】
　更に近年では、前述の反応過程データから取り出したデータ群に基づいて、多変量の相
関を考慮したマハラノビス距離にて所定の空間を形成して総合的に判断する手法が活用さ
れている。このマハラノビス空間を活用した方法として「品質工学学会誌　第３巻　Ｎo.
１：「多次元情報による総合評価とＳＮ比」」に開示された方法がある。この方法は、医
学分野の健康診断に適用され、その測度としてマハラノビス空間を用いた方法である。か
かる場合の基準となるマハラノビス空間（基準空間）は健康人の集団であり、健康人のみ
が均一な集団を作っており、医学的に決められた計測項目でマハラノビス空間を形成して
いる。前述のマハラノビス空間に属する人たちのマハラノビス距離の平均は１.０であり
、且つ２～４の範囲内である。そして健康かどうか不明な被験者に対するマハラノビス距
離を算出した値がある閾値（例えば４）より小さければ、健康人の集団に属し、「健康」
と識別し、そうでなければ「健康でない」或いは「異常」と判断する方法である。かかる
方法（マハラノビス・タグチ法と呼ばれ、通常ではＭＴ法）は、適用範囲がひろく、種々
の分野で公開されている。例えば、特許文献１や、非特許文献１内に、種々の事例がある
。
【０００５】
【特許文献１】特許第３２８０８７号
【非特許文献１】ＭＴシステムにおける技術開発：日本規格協会、品質工学応用講座
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述の如く、かかる多種の分野における多次元のデータ群に対する統一的な総合計測指
標やその処理法に関しても、発展途上にあり、実績を積み上げている段階であり共通の課
題である。以下、前述の自動分析装置を例にとり、その課題を示す。
【０００７】
　（１）臨床自動分析検査を例に取り説明する。かかる装置を使用して行う検査において
　　　　は、かかる測定結果は、最終結果のみで評価しているに過ぎないため、測定値が
　　　　設定範囲内であれば分析装置はアラームを発することはなく、異常な反応があっ
　　　　ても検出は不可能であった。臨床自動分析検査では、分析装置に起因するプロゾ
　　　　ーン・チェック異常，サンプリング異常，試薬分注異常，撹拌機構の異常，粘度
　　　　の高い試薬のボタ落ちや飛散，試薬の組合せの関係によるノズルの汚染や結晶析
　　　　出などにより分析検査が正常に行われない恐れがある。このため、従来の自動分
　　　　析装置では測定値が正常値（健常者）の範囲から外れた時に、再検査を行ってい
　　　　た。
　（２）又、この種々の検査項目の定量データにて、より総合的に「現状態は健康と比較
　　　　して正常状態と同程度の距離であるから、異常なし。」等の診断を行っている。
【０００８】
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　本発明は、例えば、前述の反応過程における１）：時系列の測定データ群、或いは、前
述の品質管理システムにおける２）：離散的な計測項目データ群を利用して、検査が適切
に行われたか否かをより高精度に判定する計算機能、或いは総合判定指標であるマハラノ
ビス距離の算出距離のより高感度化する機能（計算手段）を提供する。更には、１日に数
千から数万テストが計測される中においても、異常反応を示す項目の見落しを防止するこ
とを目的として、１検体或いは１データに関して、逐次寄与度の高い項目を選択・抽出で
きる機能を提供することを目的とする。
【０００９】
　かかる方法として、前述の従来例の如く、時系列又は離散的な測定データから基準とな
るマハラノビス空間を形成し、当該データをその基準とする空間（総合計測上の０点：基
準空間）に宛がい、その算出された距離にて判断を行えば良い。以下、具体的な参照例に
より、説明する。データ群としては、ある製品における完成品の正常（合格）で且つ均一
と判断されたｎ＝２００ヶの測定データ（電圧，電流特性，寸法値）であり、その項目数
はｋ＝１７である。又、前述の基準としたデータと異なり、明らかに異常と判断したデー
タを準備し、その数を６４ヶとした。
【００１０】
　この時、計測の基準となるマハラノビス空間（０点）は、２００ヶのデータ群から、項
目間の相関を考慮した式（１）にて、算出される。その度数分布を付図１に示す。基準と
する空間の平均値は１.０、マハラノビス距離（Ｄ2）の最大値は３.５である。
【００１１】
【数１】

【００１２】

【００１３】
　　下表には、基準とする空間のサンプル間と、項目間との分散分析結果を示す。
【００１４】
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　かかる結果から、基準とする空間では、項目間，サンプル間とも結有意差が認められな
いため、ほほ均一な空間である事が判る。
【００１６】
　以下、付図２には、明らかに異常と判断した６４個のデータ対して、マハラノビス距離
を算出した。その結果を下図に示す。又、マハラノビス距離の算出過程時に生成される各
項目の平均と標準偏差を別途計算し（かかる項目は従来、ＭＴ法で使用していないので、
以後積和ベクトルとして説明していく。）、その結果をも列記した。本説明における対象
サンプル６４個はいずれも４.０以上であり、異常と判断できる。更に、その距離はマハ
ラノビス距離の算出過程における各項目間の変動の平均と等しいことが判る（図中△）。
【００１７】

【００１８】
　次に、前述の分散分析結果と同様に、かかる対象データに対して実施した。その結果を
下表に示す。
【００１９】
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【００２０】
　かかる結果から、基準とする空間では、項目間，サンプル間とも有意である。しかし、
項目間の分散の方が大きいことが判る。
【００２１】
　以上、従来のマハラノビス距離では、
　（１）算出されるマハラノビス距離は、項目間の相関を考慮したｋ項目の積和ベクトル
　　　　の平均値に等しい。又、正常データ群から得られるマハラノビス距離空間（基準
　　　　とする空間）では、前記ｋ項目の積和ベクトルの分散，サンプル間の分散は、何
　　　　れも有意差がない（付表１）。
　（２）前記積和ベクトル（項目間）の個々の分散或いは標準偏差は、サンプル間の分散
　　　　に比して、大きくなっている。
　（３）マハラノビス距離が増加するに従って、前記ｋ項目の積和ベクトルの分散，サン
　　　　プル間の分散は有意となり（付表２：基準空間サンプルと異常データを含んだデ
　　　　ータ群）、その内容について分析（項目の寄与度等）は可能になる。しかし、依
　　　　然として、項目間の分散が大きい（付表１，２）。又、付図２に示すように、基
　　　　準とする空間、対象としたデータ群でも、積和ベクトルの平均値（マハラノビス
　　　　距離）より大きくなっていることが明白である。
　（４）前述（３）項の項目の分析では、算出されたマハラノビス距離に対して、
　　　１）正しい真値やグレード、或いは明白にグループ化できている場合
　　　２）真値，グレードが未知な場合では、分析の内容が異なり、それ相応の処理法が
　　　　　開示済みである。以下、その内容を概略説明する。
　　　ａ：２）の場合
　　　　選択した項目（前述のｙ（ｉ，ｊ）であり、積和ベクトルではない）の中に、全
　　　く寄与度，影響度のない項目が存在すると、距離のバラツキが悪化（タグチメソッ
　　　ド法のＳＮ比）するので、この場合は一般には２水準の直交表を適用して、項目の
　　　有無の組み合わせで、取捨選択が可能となっている。
　　　ｂ：１）の場合
　　　　種々の分野の中には、真値やカテゴリー化が明確に判っている場合もある。この
　　　場合は、前記基準空間（０点）から算出されたマハラノビス距離（Ｄ）と、真値や
　　　カテゴリー化データ（Ｍ）とを、比例式（Ｄ＝βＭ）のＳＮ比（タグチメソッド法
　　　のＳＮ比）を用いて、その精度を確認し、推定や予測を行うことが可能となってい
　　　る。
【００２２】
　しかし、かかるこのよう処理においても、前述の如く、従来のマハラノビス距離の算出
時には、項目間の分散が大きいにも係わらず、その情報を使用しないで、各項目間の平均
値からの各距離の平均値のみで扱っている。下図には前述のデータ構成を模式的に示した
図である。前述のｙ（ｉ，ｊ）のｋの各計測の値が、ｍ１～ｍｐであり、各計測間はばね
：ｋｉｉで連結されており、そのばね定数を項目間の相関係数と等価としている。従って
、これらの各要素は蜜に連動して挙動する。前述の基準と空間のサンプル群は、下図にお
いて、黒く塗り潰した範囲内で、挙動するので、前述のごとく、かかる項目間の偏差Δｄ
ｘ（ｊ）間、更には、そのサンプル間でも有意差がない。一方、未知の対象データの各項
目がｍ（ｊ）ｘの位置になった時、各項目は基準とする空間の各項目の中心位置から、中



(10) JP 2009-210445 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

心間でΔｄｘ（ｊ）の偏差が生じる。この時のマハラノビス距離は前述の式にて算出され
るので、図に示すように、基準とする空間の中心線と、平行な線の値であり、各項目に凹
凸があるにも係わらず、平均的な偏差距離のみを示している。又、前述の基準とする空間
では、図に示すように所定のバラツキを有しており、そのバラツキの大きさは、Δｄｘ（
ｊ）の大きさによっても変化する。
【００２３】
　従って、従来のマハラノビスの距離では、各項目の平均的な乖離距離は判るが、各項目
のバラツキや前記凹凸の形態を表現できないので、各項目のバラツキをも加味したより総
合な評価が望ましい。
【００２４】

【００２５】
　又、前述の分析装置の如く、逐次測定データが得られる対象サンプルへ、かかる距離に
よる正常，異常の判定を行う場合（リアルタイム型）、対象データを入手した時点で、即
判定出来れば、処理効率や後作業の低減に繋がる。従って、対象データを収集した時点で
、基準とする空間からの乖離距離や、各項目の寄与度や影響度を開示することにより、そ
の効率が向上する。
【００２６】
　分析装置では測定データに起因するプロゾーン・チェック異常，サンプリング異常，試
薬分注異常，撹拌機構の異常，粘度の高い試薬のボタ落ちや飛散，試薬の組合せの関係に
よるノズルの汚染や結晶析出などがある。このため、各装置の時系列な動作に対応できる
異常過程部の検出やその原因を素早く判ることは重要である。
【００２７】
　従来、この種の原因分析や調査は、異常データがある程度纏まった時点で、専門人手に
より、実施されていた。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　多次元項目の項目間の相関を考慮した計測指標であるマハラノビス距離の高精度・高信
頼化を実現するために、マハラノビス距離の算出過程において計算手段１を具備させるも
のである。また、真値やグレードが不明な未知の対象データに対し、データ入手時にも計
測項目の寄与度・影響度を認識できる計算手段２を具備させて、高効率化を実現するもの
である。
【００２９】
　前述の計算手段１，２とは、前記例示した分析装置の最終分析結果に至るまでの連続性
のある時系列データや、その各分析装置から得られる項目毎の結果を収集して、より総合
的なデータ群としている離散的なデータにも適用できる。
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　前記計算手段１とは、収集されたデータ（項目数がｋ個：表（１））群に対して、各項
目間の相関（下表（２））を考慮した積和ベクトル（ｋ個：表（３））を形成する。次に
、かかる積和ベクトル（１～ｋ個）において、その形態（パターン）を表現し得る特徴量
を算出し、それらの特徴量を、新たな総合距離算出のための一つの変数（表（４）変数１
）とする。例えば、１～ｋ個の平均値、１～ｋ個の勾配である。更に、前記積和ベクトル
（ｋ個）の各項目のバラツキを表現し得る特徴量を算出し、それらの特徴量を新たな総合
距離算出のための一つの変数（表（４）変数２）とする。以上、新たな特徴量を少なくと
も２つ準備し、新たな特徴量における総合距離（マハラノビス距離：表（６））を算出す
る。かかる処理は、正常品および正常状態による基準とする空間の作成時に適用（表（５
））される。以上の処理過程を、以下の表Ｎｏより、説明する。
【００３１】
【表１】

【００３２】
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【表２】

【００３３】
　前記、新たな１～ｋ個の平均値とすると、変数１は従来のマハラノビス距離と合致する
。一方、変数２は、前記積和ベクトルの各構成の要素の要素間の相関を考慮した項目のバ
ラツキを表している。つまり、新たな変数１では、項目偏差の平均的な形態（パターン）
を表し、変数２では、そのバラツキを表している。よって、少なくと２つの変数にて、そ
れらの総合距離を求めることにより、形態の偏差とそのバラツキをも考慮した総合距離と
することができる。更には、各特徴量間の新たな相関係数を求め、それらの相関係数を使
用するので、形態の偏差とバラツキの関係をも抱合している。
【００３４】
　前記計算手段２とは、前記計算手段１にて算出された積和ベクトル群（表（３））にお
いて、前記基準とする空間の作成時に作成されたデータ群（表（７））により、各要素間
の平均値と標準偏差とを求める。
【００３５】

【表３】

【００３６】
　かかる平均値と標準偏差により、前記相関を考慮した、基準とする空間の各要素の挙動
範囲或いはバラツキを考慮した各項目の許容範囲域を規定できる。
【００３７】
　未知のサンプルが収集された時点で、前記未知の積和ベクトル（１～ｋ個：表（８））
も同時に算出されるので、かかるベクトル（１～ｋ個）値と前述の挙動範囲又は許容設定
域値とを要素毎に対比或いは比較することができる。前記かかる積和ベクトルは、前述の
如く、各項目間の相関を加味したベクトルであり、前記総合距離を算出している構成要因
であるので、かかる距離と強い相関にある。総合距離の大小に係わらず、各構成の挙動形
態は距離の形態をも反映しており、積和ベクトルの各構成要素の形態と距離とが線形関係
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で説明できることになる。但し、基準とする空間作成時の許容域内の項目の挙動は、説明
できない。
【００３８】
【表４】

【００３９】

【００４０】
　従って、上図の参考図を例に取ると、要素：ｗ６，ｗ１０，ｗ１３が大きく許容域から
大きく離れているので、距離を大きくしている要素であり、且つ、その寄与度或いは影響
度はｗ６≫ｗ１０＞ｗ１３であることが判る。
【００４１】
　従来では、前述の収集データ（表（１））の項目とマハラノビス距離との関係を直に分
析・調査するので、各項目間の相関が考慮されていないので、項目間の交互作用項や２次
項を追加しないと良好に説明できなかった。従って、前述の交互作用項や二次項を表現す
るのにデータが不足し、ある程度のデータが収集されないと分析・調査等を実施出来なか
った。
【００４２】
　以上、前述の計算手段１，２により算出されたデータは、一連の総合データ（表（９）
）として、開示する同時に、所定のデータベースに格納されて行く。
【００４３】

【表５】

【００４４】
　前述の自動分析装置では、各検査の項目毎（臨床上の検査項目）に、反応過程に関する
データベースを構築するため、当該自動分析装置（検査項目）で測定したデータ群と、分
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析条件が異なり、結果が一定の許容範囲内の（一致している）測定結果を取得する演算部
を備える。さらに、上記における異なる条件の測定においても、異なる結果が得られた測
定結果を用いて、上表（９）の一連のデータとで、判定論理の最適化を行う演算処理部を
備えた。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば次の効果がある。
　（１）多項目の総合計測時の信頼性と異常・正常の判別力又は認識力が向上し、その確
　　　　度が向上する。（実施例１，２）
　（２）多項目の総合計測時の総合的な評価指標と、前記評価指標の構成要素である各項
　　　　目とを連動させることにより、異常が生じた場合にも、基準とする正常状態から
　　　　の距離の大小に係わらず、それらの要因や寄与度・影響を速やかに、分離するこ
　　　　とができ、原因究明のための調査或いは分析等の後作業を低減でき、効率が向上
　　　　するとともに、省力化を達成できる。（実施例１，２）
　（３）製造される製造品に対する製造条件や品質確保データの信頼性が向上する。特に
　　　　、ラインに異常が発生していても、製造物が正常値の範囲に収まる異常な製造条
　　　　件や検査結果を検知することが可能となる。
　　　　　また、製造条件検査結果が正常値の範囲外であっても、収集データに異常が見
　　　　られなければ、工程毎の処理が正常に終了されたことになるため、無駄な調査や
　　　　分析が不要になる。（実施例１）
　（４）製造される製造品に対する製造条件や品質確保データの異常検出やその分析に関
　　　　する信頼性が向上するため、原因や名工程再構築のための条件出し等の無駄な作
　　　　業を削減でき、製造ラインのランニング・コストを低減できる。又、検査時間を
　　　　短縮できる。（実施例１）
　（５）データの検査の信頼性が向上する。特に反応過程において異常が発生していても
　　　　、測定データが正常値の範囲に収まる異常な測定結果を検知することが可能とな
　　　　る。また、検査結果が正常値の範囲外であっても、反応過程データに異常が見ら
　　　　れなければ正しく測定されたことになるため、無駄な再検査が不要になる。（実
　　　　施例２）
　（６）反応過程データに対する検査項目に対して測定異常に関する信頼性が向上するた
　　　　め、無駄な再検査を削減でき、自動分析装置の検査についてのランニング・コス
　　　　ト（すなわち検査試薬や洗浄液などの消耗品）を低減できる。
　　　　　また、検査時間を短縮することができる。また反応過程データの保存を測定異
　　　　常データのみにすることができるため、データ記憶に関するコストを抑制するこ
　　　　とができる。（実施例２）
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　本発明の実施例を図１により説明する。
【００４７】
　品質管理計測システムの構成例を図１に示す。かかるシステム例においては、製造装置
１，検査装置２，検査装置３，工程管理と検査結果を収集するラインコンピュータ５から
構成され、ネットワーク４とを介して、所定の工程における種々の製造条件やその検査結
果が逐次、前記ラインコンピュータ５のデータベース５１格納できるように構成されてい
る。
【００４８】
　従来、かかるシステムにおいては、製造品の品質の維持やその製造条件等を逐次監視を
行い、場合によっては、その製造条件等を前記収集された情報から分析・調査した後、製
造条件等の設定の変更等を行い、或いは製造された品物が仕様範囲であるか、或いは製造
の管理規定値内であるか等を常時監視して、品質の確保と維持に努めている。
【００４９】
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　かかる前述の分析・調査には、従来一般の品質管理法である管理図やヒストグラム等が
活用されている。又、データ群の分析や解析には、重回帰分析，分散分析，多変量相関図
，多変量解析等の手法が活用されている。前述の管理や分析，解析には、前記データベー
ス５１内に収集されたデータを基にして実施される。
【００５０】
　一方、かかるシステムにおいて、前記データベース５１のデータを基にして、製造条件
や品物の仕様範囲，結果等を統合して、マハラノビス距離によって一元化し、正常値群（
基準とする空間）との距離のみにて、より総合的に異常品，正常品或いは劣化度の進捗状
況等をより総合的に判別・認識できるマハラノビス・タグチ法を適用して、製造条件や品
物の品質の維持と確保とを行っているシステムもある。
【００５１】
　本発明における実施例でも、かかる当該システムにおいて、正常値群（基準）との異質
度や隔離度を従来のマハラノビス距離による総合的な判別・認識と同様に、総合距離を用
いて実施するが、最終的な判断・識別はよりその判別・認識力を向上させた総合距離にて
行う。更に、対象物のデータ収集時に、計測項目の順位付けを行い、その寄与度や影響度
をも評価できる処理を行い、前記総合距離との一連の総合結果情報として開示する処理を
行い、省力化と効率の向上を行う。
【００５２】
　以下、その処理機能の概略フローを図１により説明する。
【００５３】
　１－１）収集されたデータ群（前記データベース５１内のデータ群、或いは実験・テス
　　　トラン時のデータ群）から、正常品（制定した規格値或いは仕様以内で、検査に合
　　　格する良品のデータ群）のデータ群を抽出収集する。「総合判定用データ収集部１
　　　０」
　１－２）「総合判定用データ収集部１０」にて、項目毎の平均値，標準偏差や、項目間
　　　の相関係数，分散行列や固有値，固有ベクトル等の基本的な統計量を算出する。「
　　　基本統計量の算出部２０」データを「データベース５１」に格納する。
　１－３）「総合判定用データ収集部１０」と「基本統計量の算出部２０」により、項目
　　　間の相関係数を考慮した積和ベクトル（計算手段１又は処理１）を算出する。次に
　　　、前記サンプル毎の積和ベクトルの平均値，標準偏差を算出する。更に、前記、算
　　　出された各ベクトルの平均値と標準偏差を新たな変量として、新たな基準とする空
　　　間（マハラノビス距離群）を作成する。この新たな総合距離を基準（総合距離の０
　　　点）としてデータベース５１に格納する。かかる計算時、前記平均値は従来のマハ
　　　ラノビス距離である。「計算手段１，２：４０」
　　　　更に、前記積和ベクトルの項目毎の平均値，標準偏差を算出し、データベース５
　　　１に格納する。「計算手段１，２：４０」
　１－４）前記「計算手段１」により、未知のサンプルに対して算出された基準とする空
　　　間からの総合距離と、前記「計算手段２」により算出された基準とする空間の作成
　　　時の積和ベクトルの各項目毎に、未知のサンプルに対して算出された対象データの
　　　積和ベクトルの値を各項目毎に対比或いは比較し、項目毎の寄与度や影響度の大き
　　　い順に各項目を順位付けを行い、前記総合距離と一連のデータ列とする。かかる情
　　　報にて、総合的な判断や識別を行う。「判定・評価部３０」
　図２，図３には、図１の概略機能の詳細なフロー（算出フロー）を示したもので、図２
は総合判定時に使用する基準とする空間の作成フローであり、図３は未知の対象データが
収集され時の総合距離の算出と、積和ベクトルからの項目毎の寄与度や影響度の算出する
フローである。図中、図１に示す１０～４０の機能該当部を点線で付記し、データベース
４００は、各部位毎に細分化（４０１，４０２，４０３）して図示した。
【００５４】
　以下、従来のマハラノビス距離による判断・識別法と相違する計算手段１，２について
、詳細に説明する。
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【００５５】
　図４（ａ），（ｂ），（ｃ）には、総合計測時の各項目の挙動を模式的に示した図であ
り、（ａ）図は全体な計測項目の挙動、即ち総合計測時の各項目のデータ構成（図２のＸ
（ｉ，ｊ）、又は図３のＸｄ（ｉ，ｊ））である。或いは、前述の積和ベクトルの構成で
ある。
【００５６】
　前記データ群の１からｋ個の各計測の値、或いは積和ベクトルが、ｘ１～ｘｋであり、
各項目間のばね：ｒｉｉで連結されており、そのばね定数を項目間の相関係数と等価とし
ている。従って、これらの各要素は強固に連動して挙動する。
【００５７】
　基準とする正常時の空間のサンプル群は、下図において、黒く塗り潰した範囲内で、挙
動するので、かかる項目間の偏差Δｄｘ（ｊ）間、更には、そのサンプル間でも有意差が
なく、均一な空間となっている。
【００５８】
　一方、ある未知の対象データが収集され、前述の各項目がｘ（ｊ）ｘの位置になったと
する。この時、各項目は基準とする空間の各項目の中心位置から、中心間でΔｄｘ（ｊ）
の偏差が生じる。同図（ｂ）に示すように、これらの１～ｋ個の偏差を繋いだ曲線は、前
記各項目のΔｄｘ（ｊ）：偏差の形態（パターン）を表している。従来、かかるｋ個の偏
差の平均的な偏差或いは位置がマハラノビス距離となっており、この平均な偏差或いは位
置の大きさにより、正常品に対する（基準とする空間からの乖離距離）異質度等を判断し
ている。
【００５９】
　しかし、前述の値は、同図（ｂ）に示す如く、各項目（１～ｋ個）の偏差或いは位置の
平均値であるから、１～ｋ個の基準とするデータ群の中心を結んだ軸と平行となり、各項
目の変動や、項目間での影響度の相違、或いはそれらの大きさの順位は不明である。更に
、前述の各項目の偏差或いは位置の平均値が変化すると、その値と連動して、各項目間の
挙動も変化する。つまり、従来では各項目に凹凸の形態があるにも係わらず、その形態を
平均的な偏差のみにて代用し、前記（ｂ）と直交方向にある同図（ｃ）に示した各項目の
個々の変動（バラツキ情報）を取り上げていない。或いは無視されていた。
【００６０】
　このため、本発明では、多々の検討を行った結果、前記各項目の凹凸の形態変動の情報
を、前記距離の算出時に、同時に取り込めることを可能とし、前記、距離と連携してより
総合的な距離を求めるものである。
【００６１】
　図４－１（ａ）には、図１における正常品のデータ収集において得られたデータ群から
、ランダムに６４個のデータを抜き出し、サンプル間と項目間の分散分析を実施した結果
である。尚、使用した項目は１７項目である。一方、図４－１（ｂ）には、図１における
データ収集時に、明らかに正常品以外のデータとして取り扱ったデータ群から、ランダム
に６０個のデータを抜き出し、サンプル間と項目間の分散分析を実施した結果である、図
４－１（ｃ）には、同図（ａ）にて使用したデータ群から基準となるマハラノビス空間（
従来法）を作成し、同図（ｂ）のデータ群におけるマハラノビス距離（従来法）を求め、
サンプル間とマハラノビス距離との分散分析を実施した結果である。
【００６２】
　図４－１（ａ）に示すように、収集された正常品の処理前データ群では、項目間のみが
有意であり、各項目が形態（パターン）が大きく寄与していることが判る。
【００６３】
　図４－１（ｂ）に示すように、正常品以外の処理前データ群では、項目間は有意である
が、サンプル間では有意差なしである。一方、図４－１（ｃ）では、サンプル間と算出さ
れたマハラノビスの距離間では、マハラノビス距離間の方が有意であり、サンプル間では
、依然として有意差なしである。従って、従来法にても、正常品以外のデータに対して、
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そこから算出されたマハラノビス距離は有意であり、サンプル間の相違が判る。
【００６４】
　これは、図４－１（ａ）の各項目の相関を考慮した正常品の形態群の基準に対しての偏
差（距離）の平均値でも、項目間の挙動（形態）をより総合的に捉えられていることを意
味している。つまり、未知の被検出体群に対して、それらのサンプル間でも有意差が出せ
るような、新たな形態（パターン）の指標が必要であり、これにより、サンプル間，項目
間とも区別や分離或いは判別される。従って、より高精度のサンプル間の区別や分離或い
は判別と、各項目間と距離の関係が明確化できる。このため、本発明では、図４（ｂ），
（ｃ）に示すように、前述の各項目の形態（パターン）の平均な偏差情報（図４（ｂ））
に加え、新たに形態（パターン）を構成する項目の分散等（図４（ｃ）では、各項目の分
散の総分散）を指標を加え、これらの指標により、新たな総合距離を算出することとして
いる。
【００６５】
　図４－２（ａ），（ｂ），（ｃ）には、前述の図４－１（ａ），（ｂ）に使用したデー
タを用いて、本発明の新たな評価指標を加えた場合の、サンプル間，項目間，新たな総合
距離の分散分析を実施した結果を示す。
【００６６】
　基準とすべき空間のデータ群は図２のフローに従って処理し、各項目の相関を考慮した
積和ベクトル（図２；（４））－１）を算出し、この積和ベクトル群から、平均値，平均
値変動分散，項目総分散を求め、更には前記平均値と項目総分散の２変数から、その総合
距離（図２；（４）－２－１）を算出した。より詳細な処理フローと新たな総合距離を求
めるための変数については後述する。
【００６７】
　図４－２（ａ）は、１７要素の積和ベクトル群のみの分散分析結果であり、基準とすべ
きデータ群では、サンプル間，項目間でも有意差がない。これは、各項目毎に、その平均
値と標準偏差にてデータを基準化（図２：（２））し、等分散としているためである。又
、かかる基準とするデータ群では、両者間での有意差が全くないので、より均一化した空
間を作成できていることが判る。このため、その判別するための総合距離としての閾値や
、各項目の許容範囲を明確にする必要がある。
【００６８】
　一方、対象データ群では、サンプル間，項目間とも有意差があり、好適な評価指標によ
り、両者間の相違を、明確に区別や分離或いは判別を行うことが可能である。
【００６９】
　図４－３には、従来のマハラノビス・タグチ法による項目の寄与度，影響度を分析・調
査した結果と、本発明の積和ベクトルによる分析・調査（計算手段２，図２の（４）－３
，図３の（２）－３）との比較結果を示す。使用したデータ群は前述の正常品以外のデー
タ群（図４－１（ｂ）のデータ）とした。又、従来のマハラノビス・タグチ法では、信号
値がある場合（信号対マハラノビス距離との一次式による動特性下；図４－３（ａ）の要
因効果図での、項目有り無しでのＳＮ比による評価）も、無い場合（マハラノビス距離が
、項目有り無しの組合せで、大きくなれば良いという望大特性；図４－３（ｂ）の要因効
果図でのＳＮ比による評価）にも分析・調査が可能であるので、両者を実施した。尚、そ
の際の信号値としては、前述のデータ群を、その異常度に対応して、２～７等級に区分し
、その等級値とした。又、項目の組合せでは、項目数が１７個であるので、２水準系の直
交表であるＬ３２を使用し、その第一水準がその項目を使用場合であり、第二水準がその
項目を使用しない場合とした。従って、項目の寄与度・影響が大きい項目は右下がりであ
り、右上がりはその逆である。
【００７０】
　一方、図４－３（ｃ）には、本発明の計算手段１による前述の積和ベクトルも算出結果
を示す。本発明では、前記計算手段１を連続して実行する過程で生成される積和ベクトル
のみを用い、未知のサンプルの項目の寄与度・影響を逐次算出することが可能である。
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【００７１】
　前記未知のサンプルデータの積和ベクトルの各項目の大きさは、前述の正常群のデータ
群（基準とする空間の作成時）における積和ベクトル群の各要素の大きさとの対比比較値
、或いは絶対値としている。かかる値から、大きい順に順位付けを行い、その順位順によ
り、要素の寄与度・影響度を評価するものである。
【００７２】
　図４－３（ｃ）の例示では、基準とする空間作成時の許容域・範囲（図中太赤）に対し
てｗｄ＿１１，ｗｄ＿１３，ｗｄ＿１７が大きく変動しており、寄与度・影響度の高い要
素（項目）であることが判る。
【００７３】
　上記、図４－３（ａ），（ｂ），（ｃ）の各結果を比較すると、従来のマハラノビス・
タグチ法における方法では、一部合致する項目があるものの、本発明の結果とは大いに相
違していることが判る。図４－３の上部には、各選択手法により選択した寄与度の高い上
位二つの項目を示す（図中の数値は順位付けのための、評価数値）。
【００７４】
　図４－４には、前記図４－３により得られた１７項目の寄与度・影響度の高い項目と判
断された上位２つの項目を選択して削除し、項目数１５にて未知の６０個の対象データに
対して、基準とした空間からの距離であるマハラノビス距離を、従来の算出法にて算出し
た結果である。尚、図４－４図中における“距離（初期）”は１７項目を使用した場合の
距離である。従って、前記図４－３（ａ），（ｂ），（ｃ）から選択された寄与度の高い
項目を削除しているので、それらの距離が前記“距離（初期）”に比べて小さくなれば、
寄与度・影響度の高い項目であり、高い確度で選択できていることになる。
【００７５】
　図示の如く、従来法に比して、本発明の方が距離の低下が著しいので、好適に選択出来
ていることが判る。かかる理由として、本発明では、項目間の相関を考慮した積和ベクト
ルの各要素を使用しているためである。この積和ベクトルの各要素は、前述の如く（図４
－２参照）サンプル間，項目間でも有意差があるためである。
【００７６】
　以上、本発明にて適用される計算手段１，２の内容について、詳細に説明した。従来の
距離の算出法に比して、サンプル間，項目間とを明確に分離でき、且つ形態（パターン）
と各項目の変動等を考慮した新たな総合指標により、サンプル間，項目間をより高確度で
分離或いは判別できる。
【００７７】
　以下、本発明の第一実施例である図１の品質管理計測システムにおいて、図５を参照し
て詳細に説明する。
【００７８】
　図１のシステムにおいて収集されるデータ群は、工程やその製造条件が相違するので、
離散的なデータ群である。前記このデータ群としては、装置１からの収集できる情報とし
ては、例えば温度，圧力，流量，処理時間，電力等であり、検査装置では形状寸法値，厚
み、或いは電流値，電圧、検査装置によって分析されて分析値や測定結果等であり、これ
らのデータ群はデータ収集用データベース：５１（図１）に逐次、図５－（１）の書式例
にて、逐次格納されて行く。又、製造ラインの連続稼動前の製造条件試行時のテストデー
タやライン立ち上げ時のデータ等も種々格納されている。
【００７９】
　本発明の処理過程を、各ステップ毎に列記して、説明する。
【００８０】
〔ステップ１〕：正常品或いは良品のデータ収集
　前記データ収集用データベース：５１の収集されたデータ群から、正常品（良品）或い
は仕様・規格以内と判断できるデータ群を抽出し、図５－（１）；テーブル５１に示す書
式例に従って整理する。収集するサンプル数：ｎは、項目数：ｋ個以上とする。ここで、
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【００８１】
〔ステップ２〕：収集したデータ群の基本統計量の算出
　前記収集されたデータ群：Ｘ（ｉ，ｊ）について、項目毎の平均値，標準偏差を算出し
、その値をデータベース：４０１に格納する。更に、前記各項目の平均値と標準偏差から
前記Ｘ（ｉ，ｊ）のデータ群を図５－（２）；テーブルに示す書式例５２に示すように、
基準化し、項目間の相関係数行列：Ｒ（ｋ，ｋ）を算出する。或いは、共分散行列：Ｖｘ
（ｋ，ｋ）等をも算出し、データベース：４０１に格納する。
【００８２】
〔ステップ３〕：基準とする空間（基準空間）の作成
　１）：前記収集されたデータ群：Ｘ（ｉ，ｊ）と各項目毎の平均値と標準偏差と相関係
数行列Ｒ（ｋ，ｋ）にて、以下の計算式にて、サンプル毎の積和ベクトル：ｗ（ｉ，ｊ）
を算出する。この積和ベクトル群の算出例を図６（ａ）；テーブルの書式例５３に示す。
【００８３】

【数２】

【００８４】
　この時、かかる積和ベクトルｗ（ｉ，ｊ）の項目毎の平均値：ｗ＿ｍ（ｊ）と標準偏差
：ｗ＿ｓ（ｉ）とを、データベース：４０２に格納しておく。
【００８５】
　同図６（ｂ）には、この積和ベクトルの項目毎の応答値をグラフ化した例を示し、太い
赤点線は、前記図６（ａ）で算出した、各項目の平均値に３倍の標準偏差を付加した時の
、その挙動の範囲域である。
【００８６】
　２）－１：積和ベクトル群ｗ（ｉ，ｊ）の特徴量の抽出
　前記ステップにて算出した積和ベクトル群ｗ（ｉ，ｊ）（図６（ａ）参照）において、
サンプル毎にその特徴量を抽出する。本実施例では、特徴量として、前記積和ベクトル；
テーブル５３の項目１～ｋ個までの偏差の平均的な偏差と（前述の図４（ｂ）に相当する
形態の平均的な偏差）と、前記項目１～ｋ個の分散（前述の図４（ｃ）に相当）とした。
かかる特徴量はサンプル毎のベクトルの平均的な形態（パターン）と、項目１～ｋ個の総
分散の大きさを示している。かかる二つの新たな変量を算出する。算出結果の例を図７－
１；テーブル５４に示す。
【００８７】
　２）－２：積和ベクトル群からの抽出された特徴量毎の平均値，標準偏差とそれらの相
　　　　　　関係数の算出
　前記積和ベクトルから抽出された新たな２つの特徴量から、かかる特徴量の各特徴量の
平均値：ｗｘ＿ｍ（ｊ）と標準偏差：ｗｘ＿ｓ（ｊ）を算出し、更にはそれらの特徴量間
の相関係数行列：Ｒｘ２を算出し、データベース４０２（テーブル５５）に格納する。
【００８８】
　算出結果の例を図７－１；テーブル５５に示す。
【００８９】
　かかる特徴量と相関係数行列から、それらの総合距離を以下の式にて算出し、総合距離
：Ｄ0（ｉ）とする。
【００９０】
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【数３】

【００９１】
　算出結果の例を図７－１，５６テーブルに示す。
【００９２】
　図７－２（ａ）には、基準とする空間のｎ個（２００ヶ）のデータ群に対する新たな総
合距離Ｄ0（ｉ）の分布図と度数分布を示す。尚、図中、従来法におけるｎ個のマハラノ
ビス距離の計算結果も示す。
【００９３】
　図７－２（ａ）から、従来のマハラノビス距離と、本発明の積和ベクトルから求めた第
一の特徴量（図７－１の５４テーブルの変数１“平均値”）とは合致していることが判る
。従って、従来のマハラノビス距離は、形態（パターン）の平均的な偏差のみを表現して
いることが判る。本発明の総合指標では、前述の如く１～ｋ個の項目の総分散も考慮して
いるので、その距離の平均値は１以下になっているが、０～４の範囲でばらつき、従来法
と同様に４以上のものはない。
【００９４】
　図７－２（ｂ）には、サンプル間，項目間の分散分析結果を示す。収集された正常品の
データ間においては、そのサンプル間、積和ベクトルの要素間では一切有意差がない。こ
のため、収集されたデータ群は均一であり、更には、かかる空間内に該当するデータは判
別・認識力が無いことが明白である。一方、評価指標間においては有意差がある。従って
、前記図７－２（ａ）の空間の分布より、判定のための閾値を決めて判定や判断している
理由である。本実施例では、総合距離で０～４を基準（正常範囲）としている。尚、図７
－２（ｂ）中において、要因Ｂは、前述の新たな特徴量に加え、前述の積和ベクトルから
求めた平均値の変動分、項目の標準偏差または総分散とを分析項目に追加している。
【００９５】
　〔ステップ４〕：対象データの総合距離の算出
　前述のステップ１～３にて、基準とする空間の形成と基本的なデータ群が準備できた。
未知の対象データに対しては、かかる情報を基に、前記図３に示すフローに従って、新た
な総合距離と項目の寄与度・影響度が算出される。その詳細フローを図８に示す。
【００９６】
　（１）対象データの総合距離の算出
　　１）前述の基準の空間の作成時の〔ステップ２〕と同等の書式５２でデータを収集す
　　　　る。データ群をＸｄ（ｉ，ｊ）とする。
　　２）対象データ毎に、前記データベース：４０１を参照して、積和ベクトル：ｗｄ（
　　　　ｉ，ｊ）を算出する。算出結果例をテーブル５３に示す。
【００９７】

【数４】

【００９８】
　　３）前記算出された積和ベクトル：ｗｄ（ｉ，ｊ）のサンプル毎に、テーブル５４に
　　　　示すように、新たな特徴量である各項目の平均値と分散とを算出する。
　　４）前記算出された特徴量と、前記データベース：４０２を参照して、テーブル５６
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　　　　に示すように、各サンプルに対して、総合距離：Ｄｘ（ｉ）を算出する。
【００９９】
【数５】

【０１００】
　（２）対象データの積和ベクトルと基準とする空間作成時の積和ベクトルとの比較
　本発明では、前記算出されたテーブル５３の積和ベクトル：ｗｄ（ｉ，ｊ）と、前述の
基準の空間を作成時に作成されたデータベース：４０２内の積和ベクトルの平均値と標準
偏差情報（図６（ａ），テーブル５７参照）を用いて、サンプル毎の応答値を算出し、ど
の項目が寄与或いは影響しているのかを算出する。前記、基準の空間の作成時に得られる
積和ベクトル：ｗ（ｉ，ｊ）は、図７－２（ｂ）に示すように、そのサンプル間、要素間
とも有意差がない。又、図６（ｂ）の如く、各構成要素は所定の平均値と標準偏差を有し
、所定の変動範囲を有している。つまり、この変動範囲は正常品における各要素の変動範
囲であるので、この変動範囲域から離脱している要素は、総合距離に対する寄与度・影響
度が大きく、一方、範囲域内であれば、前記正常品における変動範囲内であるので、その
寄与度・影響度は小さいものと判断できる。更に、前述の如く、図４－３（ｃ），図４－
４から、かかる判断で項目を削除した場合、総合距離が小さくなり、寄与度・影響度の大
きな要素であることが判っている。
【０１０１】
　従って、本発明では、総合距離の算出過程で生成される積和ベクトル：ｗｄ（ｉ，ｊ）
の各構成要素の応答値（出力値）と、基準とする空間作成時の各要素の変動範囲とを、個
々（１～ｊ項目）に対比して、各要素の寄与度・影響度を算出する。
【０１０２】
　前記、各要素の対比値は、前記積和ベクトルｗｄ（ｉ，ｊ）の値そのもの（絶対値）で
も良く、或いは、ｗｄ（ｉ，ｊ）の値から前記ｗ（ｉ，ｊ）の変動範囲を加味した値を引
いた値でも良い。更に、各要素の基準とする空間作成時の各積和ベクトルの平均値：ｗ＿
ｍ（ｊ）と標準偏差：ｗ＿ｓ（ｊ）にて、正規化した値：δ（ｊ）でも良い。δ（ｊ）の
算出式を下記に示す。
【０１０３】
　　δ(ｊ)＝(ｗｄ(ｉ，ｊ)－ｗ＿ｍ(ｊ))／ｗ＿ｓ(ｊ)
【０１０４】
　（３）上述の（１），（２）項の処理にて算出された“総合距離”と“各要素の寄与度
・影響度の大きさの指標値”は、サンプル毎に、一連のデータとして、例えば図３のデー
タベース：４０３に、所定の書式にて格納されて行く。
【０１０５】
　以上、前述の（１）～（３）の処理は、未知の対象データが収集された時点で、一連の
実行処理内で実施され、且つ逐次格納されて行く。このため、その結果を逐次開示できる
ので、リアルタイム性に優れる。
【０１０６】
　図９－１（ａ），（ｂ）には、未知の対象データ６０個について、前述の（１）～（３
）の処理を実施した結果を示す。図９－１（ａ）には、算出された新たな総合距離を示し
、同図９－１（ｂ）には、前記積和ベクトル値そのものを示す。図９－１（ａ）中、総合
距離に関しては、比較のために、従来の隔離距離であるマハラノビス距離を示す。更に、
図９－２（ｃ）には、対象データ６０ヶのサンプル間－１７項目間，サンプル間－総合距
離と総合距離算出時の特徴量間（形態の平均値，平均値の変動，項目の総分散又は標準偏
差，総合距離）の分散分析結果を示す。同図９－２（ｄ）には、前記積和ベクトルの各項
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目の基準とする空間の作成時の応答と、対象データ群の応答値に対して、前記基準とする
空間作成時の平均と標準偏差にて正規化（前述のδ（ｊ））した場合の応答値との比較を
示す。
【０１０７】
　図９－１（ａ）の結果から、従来に比して、距離の感度で１.５倍、且つ標準偏差で１.
５倍となり、これらの総合指標を (ｍ：平均値／σ：標準偏差)2として評価すると、同等
である。従って、より高感度で安定な評価ができている。しかし、一般的には、距離の高
感度化に伴って、その標準偏差も増加してしまう。これは本実施例では、未知の６０ヶの
サンプル全数に対しての評価となっているためである。かかる背景から、本発明では、図
９－１（ｂ），図９－２（ｄ）に示すような項目毎の寄与度・影響度のパターン情報を付
与し、項目毎の変動パターンを明確化し（項目の寄与度・影響度を順位付け）、同様なパ
ターン下での評価を行うこととしている。この理由として、図９－２（ｃ）の対象サンプ
ル全数の分散結果から、サンプル間－積和ベクトル間の要素間、およびサンプル間－総合
距離、および総合距離算出時の特徴量でも有意差があり、分離可能であるためである。
【０１０８】
　例えば、図９－１（ｂ），図９－２（ｄ）の応答値の形態（パターン）より、本実施例
の未知サンプルでは、寄与度・影響度の高い項目数は５～６項目であり、これらの応答値
の相違で総合距離がばらついているものと、容易に推定できる。
【０１０９】
　図１０には、図９－１（ｂ）の応答値から、比較的類似したパターンを抽出し、区分け
した結果を示す。結果的に、図に示すように、６パターンに区分できた。図中、赤の点線
は基準とした空間の作成時の各項目（積和ベクトルの各要素）の応答値の許容範囲を示し
ている。区分Ｐ＿１は総合距離は何れも４以下と小さく、且つその各項目も基準とした空
間の作成時の各項目の応答範囲域内であり、正常品と同等と判断できる。
【０１１０】
　一方、Ｐ＿２～Ｐ＿６においては、それらの総合距離は４以上であり、総合距離が大き
くなるにしたがって項目の応答パターンが相違するとともに、何れかの項目が基準とした
空間の作成時の各項目の応答範囲域以上の応答値を示していることが判る。特に、Ｐ＿４
～Ｐ＿６では、各区分域にて類似パターンを示しているが、その区分域内での項目のばら
つきが大きいことが判る。従って、全体的には、距離のばらつきが大きくなっているが、
個々の区分域でみれば、寄与度・影響度の大きい項目の変動の大きさが相違しているので
、その総合距離も相違している。つまり、算出された応答値と総合距離により、より総合
的な判別や判断のための情報が必要であることを意味し、本発明では、これらの情報を提
供できているということである。かかる理由により、従来に比して、より高確度でしかも
信頼性の高い判別や識別が可能となっている。
【０１１１】
　図１１－１（ａ）には、前記図１０のＰ＿５区分の詳細な応答値と項目毎の応答値を示
す。総合距離の値とそれらの各応答図から、Ｐ＿５－ｇｒ１，Ｐ＿５－ｇｒ２の如く２つ
に細分化でき、更に、それらの応答値の形態も異なっていることが判る。前記区分ｇｒ１
では、項目１１，１２が寄与度が高く、前記区分ｇｒ２では、項目１７と項目１１の寄与
度が高いことが判る。したがって、総合距離の値に伴って、その主原因も相違しているも
のと判断できる。
【０１１２】
　図１１－１（ｂ）には、前記図１０のＰ＿４とＰ＿５区分において、それらの総合距離
がほぼ同程度の各項目の応答値を示した図である。図に示すように、それらの総合距離は
同程度であるが、区分Ｐ＿４のサンプルは、区分Ｐ＿５のサンプルに比して、項目３が＋
方向に大きく変化し、その変化分で総合距離が大きくなっていることが判る。従って、総
合距離が同程度であっても、各項目の変動の大きさやパターンが相違していることを明確
に分離できるので、原因究明時の判断や識別にも大いに役立てることができる。
【０１１３】
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　更に、図１１－２（ｃ）には、前記図１０のＰ＿５区分において、総合距離と寄与度の
高い項目間の関係を示した。本発明では、前述の如く、未知の対象サンプルに対して、算
出された総合距離と項目間の応答値とを一連のデータ（図３参照）として、逐次、前記デ
ータベース４０３に格納されて行く。未知のデータが増加するに従い、各項目の応答値の
形態と総合距離とが所定のばらつきの範囲内で纏まったデータ群になり、例えば、前記図
１０の例で示したように、６群に整理することができる。かかる場合、各群に対して、新
たなデータベース（図示なし）を作成し、それらのデータベースに対する総合距離を算出
して、どのデータベースに合致しているかを判断し、前記未知の対象データを区分して分
類することも可能である。
【０１１４】
　或いは、図１１－２（ｃ）では、未知の対象データを処理して行く過程で、Ｐ＿５区分
のように纏まったとする。この時、前記Ｐ＿５区分（図１０参照）では、総合距離として
は最小で４１.０であり最大で２３２.２であるが、寄与度の高い項目は１１，１３，１７
の３項目である。よって、これらの応答値の大きさの相違により、総合距離が異なってい
ることが判る。かかる総合距離と項目１１，１３，１７の３項目間の関係を重回帰分析に
て分析した結果が図１１－２（ｃ）である。図より、項目１１，１３，１７の３項目と総
合距離とが高精度で関連付けられていることが判る。従って、かかる重回帰式により、算
出された総合距離と項目間の応答値との関係を推測したり、或いは判断・認識やデータの
分析・調査等にも大いに役立てることができる。
【０１１５】
　以上、実施例１により、本発明の計算手段１，２により算出される総合距離と項目毎の
積和ベクトル群（応答値）を使用することにより、より確度が高く、且つ安定で、信頼性
が高い総合評価のための総合距離指標と、前記総合距離と強固に連携している積和ベクト
ル群の応答値とを得ることが出来き、かかる情報により、総合計測の質を向上することが
できるとともに、製造品の品質の向上に寄与できる。
【０１１６】
　前述の実施例１では、前記計算手段１において（図２では（４）－２の特徴項目、図３
では、（２）－１計算手段１の説明部、図７－１と図８ではテーブル５３）、収集された
データに対して積和ベクトルを算出し、その積和ベクトルに対して、形態（パターン）の
平均的な偏差と各項目の総分散或いは標準偏差とを新たな特徴量として例示し、それらの
特徴量は従来の統計手法で広く使用されている方法で算出した例にて説明した。しかし、
本発明では、これらの特徴量の算出法やその指標は限定されるものではない。更に、前記
特徴量としては、少なくとも形態（パターン）偏差とそのばらつきとを的確に表現できる
特徴量であれば良く、これらの特徴項目とその数は限定されるものではない。
【０１１７】
　図１２には、前記実施例１とは異なる算出法にて、前記形態（パターン）偏差とそのば
らつきとを算出するフローを示す。基準とする空間の作成処理や未知の対象データに対す
る基本的な処理フローは変わらない。しかし、図１２に示すように、前記形態（パターン
）偏差とそのばらつきとを算出するフローのみが異なっている。本フローにおいては、基
本統計量の算出時、特に（３）項目間の相関係数の算出過程において、新たに固有ベクト
ルとその固有値を求めて、その値をデータベース４０１に格納しておく。かかる情報より
、同図、（４）－２示すような計算式にて、Ｍｐ：前記固有ベクトルと固有値から算出さ
れる積和ベクトルの総和の平均値，Ｍｖ：前記固有ベクトルと固有値から算出される前記
Ｍｐ方向と直交方向の積和ベクトルの総和の平均値または総和の二つの変量をサンプル毎
に算出する。
【０１１８】
　前記、Ｍｐは直交化された固有ベクトルの一つの方向の総和であり、この値は前記形態
（パターン）偏差の平均的な偏差（図４（ｂ））を表している。一方、Ｍｖはもう一方の
総和であり、Ｍｐの直交成分つまり、ばらつきの総和（図４（ｃ））を表している。かか
る２つの変量を特徴量として、（４）－２－１に従い、総合距離を算出する。
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【０１１９】
　図１３には、前記図１２により算出した特徴量にて、前述の実施例１の未知の対象デー
タに対して、その総合距離を算出した結果を示す。図より、算出時の算出法の相違による
誤差は伴うが、実施例１の結果と同等であり、機能を損なっていないことが判る。尚、本
フローでは前記計算手段２は変わりなく、前記データベース：４０３内に同様の書式にて
格納され、前記総合距離と強固に連携している。
【０１２０】
　以下、本発明の他の実施例について説明する。
【０１２１】
　前述の実施例１では、対象とするデータ群は、各製造装置や検査装置から得られるデー
タ群であり、項目間には相関があるが、データ群としてはほぼ離散的な多項目のデータ群
として捕らえることが出来る。
【０１２２】
　一方、前述のデータ群の他のデータ群としては、音波や地震波形のような時系列のデー
タ群がある。かかるデータ群に対しても、本発明の処理や計算手段が適用できるので、以
下その実施例について説明する。
【０１２３】
　図１３には、他の実施例である生化学自動分析装置の概略構成を示す。
【０１２４】
　主な機構系としては検体ディスク２００，反応ディスク１００，試薬ディスク３００か
ら構成されている。検体ディスクには、分析処理を開始する前に、予め幾つかの検体が架
設される。分析が開始されると検体分注機構４００によって所定量の検体が吸引され、反
応ディスクの所定の位置に吐出される。反応ディスク上の検体は図１５に示す分析のシー
ケンスによって分析が行われる。
【０１２５】
　反応ディスク１００を中心とした各機構部の計測時の動作位置を図１４に示す。反応デ
ィスクの内周には検体の吸光度を測定するための光源ランプ２０００が設けられており、
外周には光度計ユニット７００が設置されている。光源と光度計の間に反応ディスク上の
反応容器１２００が通過するたびに、吸光度が測定される。吸光度の測定は反応ディスク
の回転が開始し、一定速度になるまで加速されてから行われる。反応ディスクは毎サイク
ル、一定の角度で回転と停止を繰り返しており、所定の反応時間において、何度も測定さ
れることになる。
【０１２６】
　これらの機構系の制御は主に制御部１１００と呼ばれる計算機ユニットで実行されるが
、検体情報や試薬管理情報および検査依頼受付けなどを行うための操作用計算機１５００
が接続されており、各々が協調して動作している。
【０１２７】
　本実施例で用いている光度計ユニット７００のより詳細な構成を図１４に示す。本実施
例で用いている光度計ユニット２３００は後分光多波長光度計と呼ばれている。すなわち
光源ランプ２０００から発せられる光は検体の入った反応容器１２００を透過した後に、
入射スリット２１００で線状光線として凹型回折格子２２００に入射する。ここで多波長
に分光され、１２波長の光度計によって検体を透過した光の光度が測定されるのである。
【０１２８】
　図１５には、本実施例で行う検体の分析シーケン図を示す。検体としては血液（白血球
など）や髄液・尿などが用いられ、予め検体ディスク２００上の１つの検体容器１３００
に設置されている。この検体を反応ディスク１００上の反応容器１２００に分注して分析
を行う。検体を分注する前の準備として反応ディスク上の反応容器が洗浄され（Ａ０１）
、水ブランクの測定が行われる（Ａ０２）。水ブランクとは検体吸光度の０点調整を行う
ために水の吸光度を測定することである。すなわち、この反応容器に分注された検体の吸
光度値は水ブランクの吸光度値との差によって求められる。水ブランクの測定が終了する
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と、反応容器内の水は吸引され、廃棄される（Ａ０３）。この反応容器に所定の検体が分
注（サンプリング）される（Ａ０４）。その後、所定の時刻にＲ１試薬（Ａ０５），Ｒ２
（Ａ０７）試薬，Ｒ３試薬（Ａ０９），Ｒ４試薬（Ａ１１）が予め決められている分量だ
け反応容器に加えられ、撹拌（Ａ０６，Ａ０８，Ａ１０，Ａ１２）が行われる。ここで分
析項目によってはＲ４，Ｒ３あるいはＲ２の分注が行われない検査項目もある。反応過程
には３分反応，４分反応，５分反応，１０分反応があり、それぞれ反応ディスクが反応時
間に対応する回数だけ回転した時点での吸光度を測定値とする。通常は１０分反応が行わ
れることが多い。所定の反応時間が経過し、全測光が終了すると（Ａ１３）、反応容器は
次の分析のために洗浄される（Ａ０１）。
【０１２９】
　図１６には、前述の図１５に示す分析シーケンスによって得られた吸光度データの典型
的な分析方法を示した。吸光度から濃度演算には、一般的には、１ポイント分析法，２ポ
イントレート分析法，２ポイント分析法，３ポイント２項目分析法などが用いられている
。
【０１３０】
　１ポイント分析法では試薬添加から一定時刻経過後の吸光度から検査対象成分の濃度を
計算している。２ポイントレート分析法では、試薬添加から定められた２つの時刻ｔ１お
よびｔ２（ｔ２＞ｔ１）における吸光度の差分を（ｔ２－ｔ１）で割った吸光度変化の時
間比率から濃度を計算している。２ポイント分析法では試薬添加から定められた２つの時
刻ｔ１およびｔ２（ｔ２＞ｔ１）における吸光度を測定し、ｔ１における吸光度から、ｔ
２における吸光度に対して定数ファクタをかけた値を差し引いたものから濃度を計算して
いる。
【０１３１】
　いずれの場合にしても、反応ディスク上の検体が光度計を横切るたびに吸光度が測定さ
れ、その測定値の一部分を使って演算処理によって検査対象成分の濃度を決定している。
すなわち、反応過程において測定された吸光度の大部分（あるいは一部）は、従来の分析
方法では、かかるデータ群は使用されていなかった。
【０１３２】
　本発明では、反応過程での異常を検知するために、前述の実施例１と同様に、前記反応
過程データ一群を計算機に取り込む。反応過程のデータ群を取り込むタイミングは、本実
施例では、対象となる検査が完了していればいつでも良い。或いは、反応過程において測
定された吸光度データを順次取り込み、反応過程データから反応異常を判定すれば、異常
検知後の試薬の分注などを停止することができるためである。
【０１３３】
　図１７（ａ），（ｂ）には、前記反応過程データ群の取得例を、１波長について、示し
たものである。図１７（ａ）は、前述の反応過程が正常に終了したと判断されたデータ群
であり、図１７（ｂ）は、正常終了と異常終了を含むデータ群の例である。かかるデータ
群は、測光ポイントを通過するたびに検体の吸光度が計測され、計算機に逐次、蓄積され
ていくため、図に示すように、予め定められた３４点の吸光度が取り込まれる。最初の１
７点はセルブランク値の吸光度（図１５，Ａ０２）、すなわち吸光度のゼロ点である。セ
ルブランク値の計測ポイント数は機構系および制御方式によって決定される。
【０１３４】
　実際の分析では、例えば１２波長などの多波長についての吸光度が計測されるため、第
１０の波長の吸光度データを１からｋ番目、第２の波長の吸光度を（ｋ＋１）番目から２
ｋ番目、以下同様にして１２番目の波長の吸光度を（１１ｋ＋１）番目から１２ｋ番目と
して、１２ｋ個の吸光度データが取得される。これらすべて、あるいは一部の波長に関す
る吸光度を使用することによって、より確度の高い反応過程データを取得できるが、本実
施例では簡単のために、前記図１７（ａ），（ｂ）の１波長についてのみ記述する。また
各波長についての測光ポイントについては一定間隔で計測されているが、光度計を複数設
置することによって吸光度データを増加させても良く、また反応過程の異常が起こりやす
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い箇所では、より多くの測光ポイントにおいて吸光度データを取り込み、反対に異常がほ
とんど生じない箇所では吸光度データを間引いて取り込んだりすることがあっても良く、
必ずしも等間隔である必要は無い。ここで、各測光ポイントにおける吸光度は、それぞれ
の検査項目として利用される。
【０１３５】
　かかるデータ群において、正常終了と判断した反応過程データのみを収集することによ
り、評価の基準となる反応過程データ群を得ることができる。ここでいう正常な反応過程
とは、当該の自動分析装置において測定結果が精度を保証する範囲内となる検体に対し、
再現性のある結果が得られた時の反応過程である。例えば、プロゾーン現象や検体・試薬
の分注などの異常が発生した場合には、これらは偶発的な現象によるものであるため、再
現性がない。すなわち装置，時刻，試薬や検体の分注量などを変えて再度測定を行っても
、同じ結果は得られないので正常な反応過程ではないので、収集してはならない。一方、
例えば検体特性（測定値）のばらつきや光度計（図１３，７００）のばらつきのように、
装置が測定精度を保証する範囲内でばらつきが存在するものであれば、積極的にばらつか
せてデータを得ることが望ましい。更に、前述の反応過程でのデータ群は、その分析項目
に限るものとし、各分析項目ごとに反応過程データ群を収集しなければならない。これは
反応項目によって分析時間や使用する試薬の種類および量が異なり、吸光度の時間変化パ
ターンが大きく異なるためである。
【０１３６】
　前述の反応過程データ群の総合的な評価や判断・識別のための処理フローは、前述の実
施例１と同様に、基準とする空間の作成や総合距離の算出フローは前記、図２のフローと
同じである。但し、基準とする空間の作成時には、上記内容を考慮しなければならない。
一方、未知の反応過程のデータ群に対する処理フローも前記、図３のフローと同じである
ので、詳細な説明を省略し、以下、前述の実施例１と異なる点のみ説明する。
【０１３７】
〔ステップ１〕基準とする空間の作成
　図１７（ａ），（ｂ）の反応過程のデータ群では、時系列の連続データ群であり、前半
部（計測のためのブランクデータ群）はほぼ一定値を示し、後半部（検体と試薬とが反応
している過程のデータ群）では、ほぼ一定の勾配であり、各測定項目間で、非常に相関が
高いことが判る。
【０１３８】
　一方、かかるデータ群は連続データなので、所定の時間の域（項目数）を決めることに
よって任意の数に分割（分割をｎ区間）でき、同データ内で区間毎に平均値と標準偏差（
又は分散）の二つの指標を得ることが可能である。かかる指標を項目とすることで、デー
タ数を削減できると共に、前述の実施例１での積和ベクトルから算出する各項目の分散情
報を予め特徴量として一部織り込むことが出来ているので、より信頼の高い総合距離を算
出できる。但し、かかる項目でも相関係数の高い項目は不用であり、削除しなければなら
ない。
【０１３９】
　かかるデータ群の特徴から、本実施例では、図１７（ａ），（ｂ）に示すように、反応
過程の反応形態を考慮して、前半部と後半部に区分し、更に後半部を４分割し、総計５分
割とし、各区間における平均値と標準偏差を新たな項目として総計１０ヶの項目とした。
次に、かかる１０項目にて、各項目の相関係数を求め、相関係数：０.９９以上の高い項
目の一方を削除した。
【０１４０】
　結果的に、図１８－１（ａ）に示すように、前半部ｃ１，ｃ２の２項目となり、後半部
では区分４の項目のみを残し、ｃ３，ｃ４とし、総計４項目とした。かかる項目で、正常
終了している反応過程のデータを、テーブル５１に従い、４００個選択して収集した。基
準とする空間の作成は、前記、図２に従い実施した。その結果を図１８－１（ａ）に示す
。
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【０１４１】
　前述の実施例１の結果（図７－２（ａ）参照）と比較すると、同程度の度数分布形態で
あり、又その平均値も同等であるので、取り扱うデータの性状の差異による問題は生じて
いないことが判る。
【０１４２】
〔ステップ２〕対象データの総合距離の算出
　（１）項目数４による総合距離の算出
　前述の図１７（ｂ）に示す反応過程のデータ群を別途、１００ヶ収集し、その総合距離
を、前記、図３のフローに従い算出した。尚、総合距離の算出のための新たな特徴量とし
ては、前述の実施例１（図８，テーブル５４参照）と同様である。
【０１４３】
　算出した結果を図１８－１（ｂ）に示す。尚、比較のために、従来法による算出結果も
列記する。結果としては、図に示すように、従来法に比して、前述の実施例１と同様に、
従来に比してより高感度化と安定化とを達成できていることが判る。又、前述の実施例１
の結果と比較しても同等であると判断できる。
【０１４４】
　従って、前記積和ベクトルから求めた新たな特徴量は、本実施例の如く、時系列の連続
データ群の総合距離算出時においても、その距離をより一層の安定化でき、且つ高感度化
できる特徴量（項目）であることが判る。
【０１４５】
　又、本反応過程の実施例のデータ群では、前述の実施例１のデータ比して、その全数の
指標である (ｍ：平均／ｓ：標準偏差)2は１.２倍に増加し、より高感度で安定化方向に
あることが判る。これは、前述の実施例１のデータ群と本実施例のデータ群の項目の相違
によるものと推察される。つまり、本データ群では、前述の如く、各項目（項目：ｃ１～
ｃ４）に、データの準備段階で、形態（パターン）の偏差情報とその分散情報とが付加さ
れているためである。前述の実施例１のデータ群では、収集されるデータ群は、本反応デ
ータ群のような連続的なデータではないので、離散的なデータ群の集合となり、前述の計
算手段１を経由しないと、そのばらつき（分散）情報が得られないためである。
（２）項目数７による総合距離の算出
　前述の（１）項の結果から、かかる反応データ群では、項目数４のみでも、項目の分散
情報をデータ収集時にある程度織り込むことかできるので、より高感度で安定な総合距離
を算出できることが証明された。一方、従来の方法或いは一般的な観点から、評価する項
目数（データの特徴を十分に表現でき、寄与度の高い項目）が多ければ、より高感度で且
つ安定できるのは周知である。かかる理由より、本実施例では、反応過程データの形態の
特徴を加味した項目を、新たに３項目追加して、前述の（１）と同様に、その総合距離を
算出した。
【０１４６】
　図１８－２（ａ）に、そのデータ構成を示す。前述のｃ１～ｃ４（図１８－１（ａ）参
照）に加え、書式５１１に示すように、ｃｎ１～ｃｎ３の３項目を追加して総計７項目と
した。前記ｃｎ１～ｃｎ３は、前述の反応過程データ群（図１７（ａ），（ｂ）参照）の
後半部、即ち試薬と検体とが反応して進行している反応過程のデータ群において、その形
態を表現できる項目あれば良いので、この候補として、反応初期点から終端点までの平均
的な勾配、又はスパン（反応終端点－反応初期点）、或いは反応初期点の吸光度データ値
，反応終端点の吸光度データ値，反応中間点の吸光度データ値，前記勾配の分散、更には
、非線形性，曲率等があるが、本反応データ群では項目間の相関と、直線的に変化してい
るデータ群であることから、最終的には３項目（スパン，反応初期点，中間点の吸光度デ
ータ値）とした。
【０１４７】
　以上のデータを再度準備して、前記図２，図３のフローに従い、総合距離を算出した。
その結果を図１８－２（ｂ）に示す。加えて、前述の（１）項の結果をも列記した。
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【０１４８】
　結果としては、図に示すように、従来法に比しては、より高感度化と安定化とを達成で
きている。又、前述の実施例１の結果と比較した場合、本データ群では、前述の実施例１
のデータ比して、その全数の評価指標である (ｍ：平均／ｓ：標準偏差)2は低下したが、
その平均値と標準偏差の倍率がほぼ一定となったためであり、前述の実施例１の結果と一
致している（図９参照）。従って、かかる項目は総合距離算出時において、その距離をよ
り一層の安定化する（総合評価指標の変数である形態の偏差とその分散との比率が同等に
なる）項目であることが判る。
（３）計算手段１の積和ベクトルの特徴量と総合距離
　前述の（１），（２）項の結果から、かかる反応データ群では、項目数４或いは７項目
でも、項目の分散情報をデータ収集時にある程度織り込むことかでき、更に反応過程デー
タ群の特徴にあわせた特徴項目を追加することで、算出される総合距離は、より高感度で
安定化した距離であることが証明された。本実施例では、前記（２）項の７項目のデータ
を使用し、更に、前記計算手段１において、生成される積和ベクトル群（図２，３のｗ（
ｉ，ｊ），ｗｄ（ｉ，ｊ）参照）から、これらの特徴量から総合距離を算出する過程にお
いて、前記積和ベクトルの形態偏差の変数と分散の変数に加え、新たに、前記積和ベクト
ルの挙動をより的確に捉えることができる変数を追加した場合の総合距離の算出を行う。
かかる変数としては、前述の（２）項で例示した特徴量のいずれかを組合せて使用するこ
とが可能である。本実施例では、以下に示す特徴量にて、総合距離算出した。
【０１４９】
　以下、図１９，図２０を参照して、説明する。
【０１５０】
｛ｓ３－１：総合－１ｘの特徴量（図１９参照）｝
　前記図１８－２（ａ）にて、算出した積和ベクトル：ｗｄ（ｉ，ｊ）から、図１９のテ
ーブル５４１：ｗｄｘ（ｊ）に示すように、新たに変数３の特徴量を追加し、総数３つの
特徴量とした。前記変数３の特徴量は、前記積和ベクトルｗｄ（ｉ，ｊ）において、前記
積和ベクトルの各項目間を連携した長さであり、これは基準とする変形状態からのある状
態に変化した場合に、それに費やされるエネルギ（変形させるためのエネルギ）を代替し
ている一つの特徴量である。
【０１５１】
｛ｓ３－２：総合－２ｘの特徴量｝
　前記図１８－２（ａ）にて、算出した７個の積和ベクトル：ｗｄ（ｉ，ｊ）の値を、そ
のまま使用した。従って、特徴量数は７つである。
【０１５２】
｛ｓ３－３：総合－３ｘの特徴量｝
　前記図１８－２（ａ）にて、算出した７個の積和ベクトル：ｗｄ（ｉ，ｊ）を、２分割
（１～４，４～７）し、かかる各区分内での平均値と標準偏差を算出し、それらの値を特
徴量とした。従って、特徴量数は４つである。
【０１５３】
　以上、ｓ３－１～ｓ３－３の特徴量とその数が相違した場合について、図１９中、（４
）－２－１に示した算出式にてそれぞれの総合距離を算出した。尚、各特徴量の変更に供
なっても、基本的な処理フローは変わるものではなく、前記積和ベクトルからの特徴量の
算出過程が、算出に当たり相違するのみである。
【０１５４】
　前述の対象データ群１００ヶ（図１７（ｂ）参照）に対して算出した新たな総合距離の
算出結果を、図２０に示す。又、同図には、加えて、前述の（１），（２）項の結果をも
列記した。
【０１５５】
　結果としては、図に示すように、前項（２）のｓ２：本願２（７項目）に比して、全数
の指標である (ｍ：平均／ｓ：標準偏差)2は増減していることが判る。一般的には、かか
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る指標は大きい程良い（特徴項目数が同じ場合であるが）という観点では、前記ｓ３－３
が好適な特徴量であり、この特徴量を前記データベース：４０２に格納して、未知の対象
データの算出時に参照される。しかし、本発明では、前述の実施例１の如く、総合距離の
高感度化に伴いその標準偏差も大きくなったが、これは見かけ上の数値であり、実際には
前記積和ベクトルの各要素の形態（パタ－ン）偏差とその分散の大きさと強固に関連付け
られるので、それ相応の値が出ていることを説明した。更に、特徴量数の増減により各特
徴量の配分比或いは重みが相違し、更に、その相関係数も変わるので、かかるｓ３－３が
最良であるとは判断されない。
【０１５６】
　そこで、前記算出された総合距離において、それらの距離で１以上の差があるデータ群
を抽出して、サンプル間と各特徴量、総合距離間での分散分析を実施した結果を下表に示
す。尚、抽出されたサンプル総数は３６個であり、それらの総合距離は０～１０００の範
囲である。
【０１５７】

【表６】

【０１５８】
　以上、上表に示す如く、総合－２ｘを除いては、いずれもサンプル間，特徴量間，距離
間で有意である。従って、いずれの特徴量を使用しても良く、特徴量の選択は任意である
ことが判る。
【０１５９】
　一方、前記積和ベクトルの応答値そのものを特徴量とした場合、総合－２ｘの場合、サ
ンプル間では有意差は無く、特徴量（項目）間又は距離間では有意となっている。これは
、一つの未知の対象データ内で、前記積和ベクトルの各項目と、その距離とが強固に関係
或いは対応していることを意味している。従って、かかる場合にも、前記積和ベクトルの
各項目の挙動と総合距離とが連携していることが明白である。かかる各項目の寄与度や影
響度の分離や順位付けは、前述の図４－２，実施例１にて説明したように、“計算手段－
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２”として織り込んでいる。
【０１６０】
　前記総合－１ｘの特徴量（３つ）にて、総合距離を算出し、又前記計算手段－２にて算
出された積和ベクトルの応答値を算出して、前記データベース４０３に逐次、格納されて
行く。本実施例では、１００ヶの未知の対象データの総合距離と積和ベクトルの各応答値
とが一連のデータとして格納されている。かかるデータ群から、総合距離が同等な対象サ
ンプルと距離が比較的小さいサンプルと抽出した例を図２１に示す。図中、左側（ａ－１
，ｂ－１）には、本来の３４点から構成される反応過程のデータ群であり、右側（ａ－２
，ｂ－２）には、積和ベクトルの７項目の応答値を列記して示す。
【０１６１】
　かかる本実施例のデータ群では、前述の実施例１のデータ群に比して、前述のようにそ
の性状（離散的，連続的）が相違する。更には、前記実施例１では、その基準とする空間
は正常品或いは合格品のみであるから、正常品以上の良品は有り得ない。従って、その基
準としている空間の中心位置は、未知の対象データ群の空間に対しても、空間の端部に位
置するので、一方向（異常度の単調な増加）のみの距離である。これに対して、本実施例
のデータ群では、前述の基準の中心位置は未知の対象データ群の空間に対しても、中心に
位置するので、二方向（増加，減少）の距離を呈する。更に、本来のマハラノビス距離は
２乗距離であるため正のみの距離で表現している。このため、同じ距離でも、少なくとも
２つの形態（パターン）があるにも関わらず、その形態（パターン）の差異が無視されて
評価されてしまう。形態（パターン）が相違すれば、その原因も相違するので、より高確
度で総合評価するには、かかる情報は極めて重要である。
【０１６２】
　以上により、本発明では、前記計算手段２の機能により、かかる情報を提供し、総合距
離とかかる情報との一連のデータ群にて、より総合的な判別や認識を行っている。これは
、前述の実施例１と全く同一である。
【０１６３】
　図２１（ａ－１，ａ－２）に示した４つの例示サンプル（Ｉｄ＝２００，３１５，Ｉｄ
＝８９，２５９）では、その総合距離はほぼ等しい。しかし、同図（ａ－２）によれば、
各項目の形態が異なっていることが明白である。Ｉｄ＝２００の対象サンプルは、反応過
程の前半部、つまりブランクデータの計測時は問題ないが、後半の反応部で大きく変化（
ｗｄ＿３）しており、その初期点（ｗｄ＿４）が負方向に大きく変化していることが判る
。このため、反応過程における初期操作が何らの原因（検体と試薬との攪拌，反応容器内
への異物混入等）で相違したものと推測される。
【０１６４】
　一方、Ｉｄ＝３１５のサンプルでは、反応過程の前半部つまりブランクデータの計測時
にも変化し（ｗｄ＿１）、更には、後半部でも、ブランクデータの変化により反応初期時
の初期点とその終点（ｗｄ＿５，ｗｄ＿６）も変化している。従って、かかる異常値の要
因或いは原因としては、反応容器の劣化や、反応容器内への異物の混入等が推測される。
【０１６５】
　Ｉｄ＝８９と２５９は、前記Ｉｄ＝２００と相似のパターンを呈し、且つ両サンプル間
でもほぼ同じ形態（パターン）となっている。従って、その異常値の要因或いは原因もＩ
ｄ＝２００とほぼ同じであるが、その度合いが相違しているものと推定される。
【０１６６】
　以上、図２１（ａ－２）において、上述の各項目の形態（パターン）から推定した要因
の部位に、実際の反応過程の３４点のデータ群図２１（ａ－１）を当てはめてみると、そ
れらの形態変化が、前述の推測内容と良好に合致していることがわかる。従って、総合距
離は同等であるが、その要因や原因を異にする反応データをも、高確度・高精にて分離で
きていることが判る。
【０１６７】
　図２１（ｂ－１，ｂ－２）の２つの例示サンプル（Ｉｄ＝２４２，Ｉｄ＝２４７）はそ
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の絶対的な総合距離は小さく、且つ、その差も比較的小さい。しかし、同図（ｂ－２）に
から、Ｉｄ＝２４２のサンプルでは反応過程の前半部つまりブランクデータの計測時に若
干の変化（ｗｄ＿１）があるが、その総合距離から判断すると（閾値＝４.０）と同等で
あり、判断が難しい。閾値の設定値にもよるが、かかる場合は保留とし、反応容器を変更
して再測定するか、或いは他の測定項目を注視して総合的に判定するのが望ましい。一方
、Ｉｄ＝２４７のサンプルでは、後半の反応部で、基準とした変動形態の領域か外れてい
ることが判る。特に、ｗｄ＿６～ｗｄ＿７の項目、即ち反応過程時の終点とスパンであり
、反応過程の反応勾配が基準とした応答域の範囲から外れている。従って、その異常値の
要因或いは原因としては、前述のＩｄ＝２００と同じであるが、その度合いが小さいもの
と推定できる。
【０１６８】
　以上、同図（ｂ－２）において、上述の各項目の形態（パターン）から推定した要因の
部位に、実際の反応過程データ群（ｂ－１）を当てはめてみると、それらの形態変化が良
好に合致していることがわかる。又、前述のＩｄ＝２４２は、３４点の反応データで見て
も、基準とした空間の許容値域の末端にある部位もあり、そうでない部位もあり、判断が
難しいことが判る。
【０１６９】
　以上、異常が検出されたサンプルを例に取り詳細に説明したように、本発明では、総合
距離の大小に係わらず、未知の個々のデータに対して、総合距離と各項目の積和ベクトル
とが強固に対応或いは関連付けられているので、総合距離が同じであっても、かかる項目
の影響度や寄与度とを分離できるので、判別・認識力が向上し、誤判断や誤診断の頻度が
少なくなり、装置としてのランニング効率が向上する。
【０１７０】
　図２２は、以上の機能を組込み、反応過程の判別論理を組込んだシステムの機能ブロッ
ク図である。分析制御部３１００は制御部（制御用計算機ユニット１１００）上に実装さ
れる機能であり、その他の機能およびデータは操作用計算機１５００上に実装される。
【０１７１】
　分析要求受付部３０００は、操作者が検体に対してどのような分析検査を行うかの設定
を行うためのものであり、ＣＲＴなどの画面とキーボードやマウスなどの入力機器を用い
て行われる。入力された情報から分析制御部３１００に対して制御命令を送る。分析制御
部３１００では図１３に示した機構を制御して分析を実行し、検体ディスク２００上の検
体を反応ディスク１００上に分注して反応を行う。１つの検体に対して分析が終了すると
その時の反応過程データ３４００と分析結果データ３２００がデータベースに保存される
。反応過程データ３４００は反応過程評価部３５００において異常か否かが判定される。
この時、前記データベース３３００（４０１，４０２）を参照して、その総合距離や積和
ベクトルが算出され、最終的に前記データベース４０３を参照して評価を行う。この時、
前記各データベースは分析項目ごとに用意されており、反応過程評価部は分析項目に対応
した当該データベースのみを参照する。
【０１７２】
　前記反応過程評価部３５００において反応過程が異常と判断された場合には、分析制御
部３１００に対して、同検体に対して同じ検査項目を再検査するよう指示が出される。ま
た保存された分析結果データ３２００に対して反応過程に異常があった旨の情報が付加さ
れる。又、前記反応過程評価部３５００のデータベースにおいては、前記データベース４
０３の情報が、図に示す書式例の如く纏められて一元管理され、前記データベース３２０
０と強固に連携し、結果の情報を共有している。
【０１７３】
　前述の如く、反応過程の異常の原因には、サンプリングや試薬分注，撹拌などの異常が
生じることがある。例えばＲ２試薬の添加時に吐出した試薬が反応セルの側壁に付着し、
反応過程の途中になって検体と混じったために結果が真値よりも高値となってしまうこと
がある。さらに粘度の高い試薬を使用した場合に、吐出した試薬が表面張力によって分注
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ノズルの先端に水滴として留まったり、試薬の組合せによってノズルを汚染したり、結晶
析出などの問題が生じることになる。
【０１７４】
　通常は１回の分析検査における測定結果（濃度値）は１つの実数だけであり、ある一定
範囲の測定値が得られると自動的に再検査を実行する等の機能を分析装置に実装して、再
現性を確認している。測定値に異常があった場合には、反応過程における吸光度を調べれ
ば、異常か否かを判断できる場合もあるが、測光ポイントが５０ポイントのシステム構成
において１２波長の反応過程データをすべて保存するには１回の測定で６００個のデータ
を保存する必要があった。このため、反応過程に異常があっても、測定値が正常範囲とな
った場合には、その異常が見落される恐れがあった。反応過程データから異常が検知され
た反応過程では、その反応過程データを解析することによって異常原因がなんであるかを
判断する情報が含まれていることが多い。したがって、反応過程データにおいて異常を検
知した場合についてのみ、その反応過程データを保存しておけば、ハードディスクなどの
保存用メモリ容量が小さくて済み、また一旦異常が検知されればその反応過程データから
原因究明を行うことができる。反応過程データの異常原因には分析装置自体の異常の可能
性も考えられるため、前記制御系の情報を収集することにより、異常現象の解析が迅速に
行われるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
【図１】本発明の一実施例である品質管理計測システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の基準とする空間の総合距離の処理グローを示す図である。
【図３】本発明の対象データ群に対する総合距離の処理フローを示す図である。
【図４】総合距離の構成を説明する図である。
【図４－１】本発明での収集データ群のサンプル間，項目間の関係例を示した図である。
【図４－２】本発明での積和ベクトル群の特質１を説明する図である。
【図４－３】本発明での積和ベクトル群の特質２を説明する図である。
【図４－４】本発明での積和ベクトル群の特質３を説明する図である。
【図５】本発明の一実施例である品質管理計測システムのデータの構成例を示す図である
。
【図６】本発明の一実施例である品質管理計測システムの積和ベクトル例を示す図である
。
【図７－１】本発明の一実施例である品質管理計測システムの積和ベクトルの特徴量と総
合距離とを示す図である。
【図７－２】本発明の一実施例である品質管理計測システムの基準とする空間の総合距離
を示す図である。
【図８】本発明の一実施例である品質管理計測システムの対象データの総合距離処理フロ
ーを示す図である。
【図９－１】本発明の一実施例である品質管理計測システムの対象データの総合距離と項
目間の変動を示す図である。
【図９－２】本発明の一実施例である品質管理計測システムの対象データの分散分析結果
例と対比とを示す図である。
【図１０】本発明の一実施例である品質管理計測システムの対象データの総合距離と項目
変動から６区分に区分した例を示す図である。
【図１１－１】本発明の一実施例である品質管理計測システムの対象データの総合距離と
項目変動からさらに、細分化した例を示す図である。
【図１１－２】本発明の一実施例である品質管理計測システムの対象データの総合距離と
項目変動から区分間の相違と項目と距離との関係を示した図である。
【図１２－１】本発明の一実施例である品質管理計測システムの基準とする空間作成時の
他の特徴量を算出するフローを示した図である。
【図１２－２】本発明の一実施例である品質管理計測システムの他の特徴量による対象デ
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ータに対する総合距離を示した図である。
【図１３】本発明の他の実施例である自動分析装置の概略構成を示した図である。
【図１４】本発明の他の実施例である自動分析装置の後分光多波長光度計の構成を示した
図である。
【図１５】本発明の他の実施例である自動分析装置の分析の流れ（シーケンス）例を示し
た図である。
【図１６】本発明の他の実施例である自動分析装置の反応のタイムコースの例を示した図
である。
【図１７】本発明の他の実施例である自動分析装置の反応過程のデータ（３４点）例を示
した図である。
【図１８－１】本発明の他の実施例である自動分析装置の基準する反応過程データ構成と
対象データの総合距離を示した図である。
【図１８－２】本発明の他の実施例である自動分析装置の反応過程データの構成と総合距
離を示す図である。
【図１９】本発明の他の実施例である自動分析装置の反応過程データ構成と総合距離処理
フローを示した図である。
【図２０】本発明の他の実施例である自動分析装置の反応過程データ群における総合距離
とそれに使用した特徴量とを示す図である。
【図２１】本発明の他の実施例である自動分析装置の総合距離と各項目の関係（異常デー
タ）を示した図である。
【図２２】本発明の他の実施例である自動分析装置のシステムのデータフロー図を示した
図である。
【符号の説明】
【０１７６】
１　製造装置
２　検査装置１
３　検査装置２
４　ネットワーク
５　工程管理データ収集ＰＣ
１０　総合判定用データ収集部
２０　基本統計量の算出部
３０　判定・評価部
４０　計算手段１，２部
５１　装置稼動，測定結果データ（テーブル５１）
５２　基本統計量のフォーマット例
５３　積和ベクトルフォーマット例
５４　積和ベクトルの特徴量の項目例
５５　積和ベクトル群の各特徴量の平均，標準偏差フォーマット例
５６　総合距離算出時のフォーマット例
５７　積和ベクトルの各項目の平均，標準偏差フォーマット例
１００　反応ディスク
２００　検体ディスク
３００　試薬ディスク
４００　サンプル分注機構
５００　試薬分注機構
６００ａ　検体分注ノズル洗浄部
６００ｂ　試薬分注ノズル洗浄部
７００　光度計ユニット
１１００　制御部（制御用計算機ユニット）
１２００　反応容器
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１３００　検体容器
１４００　試薬容器
１５００　操作用計算機
２０００　光源ランプ
２１００　スリット
２２００　凹面回折格子
２３００　多波長光度計
３０００　分析要求受付部
３１００　分析制御部
３２００　分析結果データ
３３００　データベース（４０１，４０２，４０３）
３４００　反応過程データ
３５００　反応過程評価部

【図１】 【図２】
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【図４－１】 【図４－２】
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【図５】 【図６】
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【図８】 【図９－１】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８－１】
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